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条例のあらまし 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（畜産安全課） 

条例 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例（畜産安全課） 

告示 
○ 埼玉県告示第 622号の取消し（畜産安全課） 

○ 豚コレラの家畜注射手数料の免除に関する告示（畜産安全課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
（
畜
産
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

豚
コ
レ
ラ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
の
一
部
変
更
を
踏
ま
え
、
家
畜
注
射
手
数 

 

料
を
徴
収
す
る
注
射
を
追
加
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

手
数
料
の
新
設 

 
 

豚
コ
レ
ラ
の
注
射 

三
百
二
十
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日 
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豚
コ
レ
ラ
の
注
射 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

三
百
二
十
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
農
林
部
の
項
第
三
十
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号
（
豚
コ
レ
ラ
の
家
畜
注
射
手
数
料
の
免
除
に
関
す
る

告
示
）
は
、
取
り
消
す
。 

 
 

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
告
示
）
に
よ
り
監
視
伝
染
病
の
注
射
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
じ
た
家
畜
の
う
ち
、
初
回
接
種
の

対
象
と
な
る
も
の
に
係
る
家
畜
注
射
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年

埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
別
表
農
林
部
の
項
第
三
十
三
号
金
額
の
欄
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
例
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。 

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
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